
避難所における食事提供の計画・評価のために当面の目標とする栄養の参照量について 

厚生労働省健康局総務課 生活習慣病対策室（平成23年４月21日） 

 

 

避難所における食事提供の計画・評価のために当面の目標とする栄養の参照量 

（１歳以上、１人１日当たり）    

エネルギー 2,000kcal 

たんぱく質 55ｇ 

ビタミン B1 1.1ｍｇ 

ビタミン B2 1.2ｍｇ 

ビタミン C 100ｍｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日本人の食事摂取基準（2010年版）で示されているエネルギー及び栄養素の摂取基準値をもとに、 

平成 17年国勢調査結果で得られた性・年齢階級別人口構成を用いて加重平均により算出。 

なお、エネルギーは身体活動レベルⅠ及びⅡの中間値を用いて算出 。 

 

◎ 留意事項 

・本参照量は、避難所における食事提供の計画・評価の目安として示すものであり、被災後約３ヶ月までの間

における必要な栄養量の確保を目的とし、特にこの段階で不足しやすい栄養素を抽出し、算定を行ったこと。 

・本参照量は、個々人の栄養管理のために使用するものではなく、病者や妊婦・乳児など栄養管理上個別の配

慮を要する場合は、医師・管理栄養士等による専門的評価が必要なこと。 

・本参照量は、避難所の利用者の身体状況等に特別に配慮するため、弾力的に使用することは差し支えないこ

と。また、特定の年齢階級に着目して食事提供の計画を行う場合の目安として、別添参考に対象特性別の参

照量も示したこと。 

・食事提供の計画に当たっては、食事回数及び食事量の確保とともに、強化米など栄養素添加食品の利用

も含め、必要な栄養量の確保に努めること。 

・実際の各個人への食事の分配、提供に当たっては、利用者の性、年齢、身体状況、活動量等を考慮して行う

ようにすること。 

・食事提供後は、残食量、利用者の喫食状況等を観察・評価し、提供量の調整（増減）を図ることが望ましい

こと。 

・今後、さらに食事提供の評価に関する情報の収集等を行いつつ、本参照量について改める必要性等につき検

討を行っていく予定であること。 

 

対象特性別（１人１日当たり） 

幼児 

（１～５歳） 

成長期Ⅰ 

（6～14歳） 

成長期Ⅱ・成人 

（15～69歳） 

高齢者 

（70歳以上） 

エネルギー(kcal) 1,200 1,900 2,100 1,800 

たんぱく質(g) 25 45 55 55 

ビタミン B1(mg) 0.6 1.0 1.1 0.9 

ビタミン B2(mg) 0.7 1.1 1.3 1.1 

ビタミン C(mg) 45 80 100 100 
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災害発生から給食提供までのフロー図 ２ 

災害発生 施設長 施設内対策会議 

【出勤しているとき】 【出勤していないとき】 

給食担当者の安全確保 自身の安全確保 

ブレーカーを下ろす 避難 

水の確保(シンク・鍋に水を貯める) 

災害の情報収集（携帯・テレビ・ラジオ等） 勤務体制等連絡 

 

調理室内の状況把握 

調理室が使用可能 調理室が使用不可又は一部使用可 

（電気・ガス・水道・冷蔵庫・調理器具・エレベーター・人員等） 

→厨房設備の被災状況チェック表を使用 

調理設備等の安全確認 

調理再開 

給食提供 

調理室内の緊急修繕・復旧 調理不可能 

在庫・備蓄品等の確認 

納品業者への緊急変更等 

献立変更 

災害時献立の確認 

調理再開 

調理室修繕 

支援要請 

支援 

調理室内の対応策 

 

ガスは、震度 5 程度以上

の揺れを感知するとガ

スメーターの安全装置

が作動し、ガス供給を自

動的に遮断する。 

※復帰作業は原則各自 

で行う。（次頁参照） 
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 ●ガスメーターの復帰方法について 

  ガスが止まって、ガスメーターの赤ランプが点滅していたら、以下の手順で復帰を行います。 

  ガス漏れ等の異常がない場合は、復帰してガスが使えるようになります。 

  ※以下は一般型のマイコンメーターの復帰方法になります。他のガスメーターを使用している 

施設は、復帰方法を確認しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上記方法でも使用できない場合は、ガス会社の相談窓口に連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：東京ガス株式会社ホームページ 
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